
社会教育� 問 社会教育課�☎557-6695

■ジュニアリーダー養成事業
　小学5年生から18歳を対象として、リーダーに必要な資質・
役割を高め、異世代間の交流を図るとともに、中学生・高校生
の地域参画やボランティア活動を促進することを目的とした
事業です。さくらまつり・産業まつりでの子どもの集い、宿泊
生活体験、読み聞かせ事業などを実践しています。参加希望な
ど詳しくはお問合せください。
■子どもリーダー宿泊研修会
　1泊2日の宿泊研修を行い、野外活動に必要な知識や技術を
身につけるとともに、団体活動や新しい体験を通して、他の学
校のリーダーとの交流を図り、楽しい思い出づくりを目的に
行っています。
▶対象　小学5年生～18歳の方
■こどもフェスティバル
　親子のふれあいの促進、異年齢・異世代間の交流、地域との
交流の場として、スポーツ体験、伝統文化体験等のコーナー
を設け、子どもたちにいろいろな体験をしてもらいます。例年
10月中旬にスカイホールで開催しています。

青少年関係

スポーツ推進� 問 社会教育課�☎557-7071

■文化連盟
　町には文化連盟に加入している団体が7団体あります。そ
れぞれに好みに応じた分野での技術の習得、また親しい友と
の交流の場として賑わっています。
▶加盟団体（令和5年4月1日現在）
囲碁部 舞踏部
歌謡曲部 フラダンス部
吟詠部 華道会
瑞穂水墨会

文化団体

■総合体育大会
　全町民を対象に年1回、町のチャンピオン大会として開催
され、住民の親睦およびスポーツの振興を図っています。
■駅伝競走大会
　地域住民および近郊の人々に参加を呼びかけ、住民の親睦
およびスポーツの振興を図っています。
■狭山丘陵ウオーキング
　新緑の狭山丘陵を歩き、豊かな自然と触れ合うことによっ
て、心身のリフレッシュと体力の保持増進、参加者相互の親睦
を図ることを目的に行っています。
■残堀川ふれあいウオーキング
　狭山池公園から流れる残堀川沿いや六道山公園など町の自
然に触れ、親子のふれあいを味わい、健康に対する意識向上を
目的に行っています。
■町民ハイキング
　自然に親しみながら歩き、家族や参加者相互の親睦を図り、
ハイキングの楽しさを知ってもらうために毎年秋に行ってい
ます。
■新年歩こう会
　1年間の健康と体力維持増進を願いながら、六道山公園を
目指して歩きます。

スポーツイベント

■生涯学習推進団体登録
　町民のグループ・団体等による主体的、継続的な学習活動に
対し、学習活動が可能な公的施設の使用料の減免や学習・広報
活動に関する印刷機の使用などの支援をしています。
■生涯学習まちづくり出前講座
　瑞穂町について知りたい・勉強したい、または趣味教養を深
めたい、という方のために、町職員やボランティア講師が出向
き、講義や実習を行います。
　受講できるのは、町内在住・在勤・在学の方10人以上で構成
される団体です。メニュー表から興味のある講座を選んでお
申し込みください（講座を実施する会場は、申込者が確保する
こととします）。
■総合人材リスト
　町内の各地域で、多くの人が互いに生涯学習活動やまちづ
くり活動を学びあえるよう、さまざまな知識や経験を持つ人
材の情報を収集したリストです。
■住民提案型協働事業
　町民のグループ・団体等と教育委員会が、生涯学習の推進を
図るため、協働で幅広く町民が参加できる事業を実施します。

生涯学習関係

　町には体育協会に加盟している団体が22団体あります。各
連盟・クラブとも年間を通して教室・大会等を開催しており、
町の体育振興および町民相互の親睦を図っています。
▶住所・電話　石畑1989　☎557-7098
▶加盟団体（令和5年4月1日現在）
　ソフトボール連盟・空手道連盟・バドミントン連盟・軟式野
球連盟・サッカー連盟・剣道連盟・卓球連盟・陸上競技クラブ・
ソフトテニスクラブ・柔道連盟・バレーボール連盟・スキー連
盟・硬式テニスクラブ・ゲートボール連盟・少年野球連盟・ビー
チボール連盟・ゴルフ協会・バスケットボール連盟・グラウン
ドゴルフ連盟・少林寺拳法連盟・パラスポーツクラブ・ダンス
連盟

体育協会

　子どもからお年寄りまで誰でも�
　いつでも・どこでも・いつまでも�
　いろいろなスポーツや文化活動を�
を合言葉に瑞穂町の住民が自主運営する地域密着型のスポー
ツクラブです。
▶�所在地　箱根ケ崎519（瑞穂武道館内）

ミズホ笑夢スポーツクラブ

文化・スポーツ・生涯学習

8686 瑞穂町 暮らしの便利帳
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■スカイホール使用料� （単位：円）
� 使用区分

種別
午前

9時～12時
午後

1時～5時
夜間

6時～10時
全日

午前9時～
午後10時

大
ホ
ー
ル

平　日 20,000 46,000 51,000 105,000
土曜日
日曜日
休　日

25,000 58,000 63,000 130,000

小
ホ
ー
ル

平　日 � 6,000 13,000 13,000 � 28,000
土曜日
日曜日
休　日

� 7,000 15,000 16,000 � 33,000

リハーサル室 � 1,200 � 2,000 � 2,000 � � 4,000
会議室 � � �500 � � �700 � � �900 � � 1,900
展示ホール � 2,000 � 3,000 � 3,000 � � 7,000
※�以上のような料金を基本に割増・割引制度があります。な
お、舞台技術料、附属設備等使用料は上記の金額には含まれ
ていません。

　�詳しくは、スカイホール（☎557-7070）までお問い合わせ
ください。

※申請受付期間
◇�大・小ホール・リハーサル室：使用日の7か月前の日が属す
る月の初日から7日前まで。ただし、リハーサル室のみの申
請をするときは、使用日の2か月前の日の属する月の初日
から3日前まで。

◇�会議室・展示ホール：使用日の2か月前の日の属する月の初
日から3日前まで。

◇�附属設備および物品：施設の使用申請の日から使用日の3
日前まで。

� 使用区分

種別�

使用1時間につき
町内在住、在勤、
在学者

左の者
以外の者

入場料の類を
徴収する者

競技場 無　　料 1,500 � 2,500
夜間照明設備 3,000 9,000 15,000

※�申請受付期間：使用日の2か月前の日の属する月の初日か
ら3日前まで。

※競技場はインターネットにて仮予約ができます。
■耕心館使用料� （単位：円）

《備考》
※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
※設備の利用料は、1日を1回として計算します。
※�展示ギャラリーの使用料には、エントランスホールの使用
料を含みます。

※館備付のテーブル、椅子などの使用料は無料です。

区分 単位 使用料

施
設

和室（1階） 1回の使用につき2時間
以内

� �800
洋室（1階） � �800
展示ギャラリー（1階）

1日
3,500

多目的大広間（2階） 5,000

設
備

グランドピアノ 1台 5,000
拡声装置 1式 � �500
掲示板 1台 � �100

■ビューパーク競技場使用料� （単位：円）

※利用時間は準備および現状復帰までの時間を含みます。
※�展示ギャラリーを6日以上継続して利用する場合は、搬入・
搬出および飾り付けのために要する前後日の利用について
の料金は徴収しません。

利用区分

施設名
午前

9時～12時
午後

1時～5時
全日
午前9時
～午後5時

多目的室 � �800 � �900 1,700
体験学習室 1,300 1,500 2,800
会議室1 � �300 � �400 � �700
会議室2 � �300 � �400 � �700
展示ギャラリー 1,000 1,000 2,000

■郷土資料館けやき館使用料� （単位：円）

関係施設使用料

社会教育備品の貸し出し
　町内の幼稚園・保育園・学校・子ども会・その他の社会教育関
係団体の活動を支援するために次の備品を貸し出しています。
利用規定がありますので、詳しくはお問い合わせください。
※一部有料の備品があります。

品名
綿菓子製造機
ポップコーン製造機
氷かき機
餅つきセット
寸胴鍋
鉄鍋（蓋付）
飯ごう
ざる
ボール
プラスティック皿
輪投げ
ドッヂビー
ディスゲッター9
展示パネル（片面緑）
展示パネル（両面穴あき）
プロジェクター
小型スピーカー
スクリーン（三脚）
ビデオデッキ

※�陶芸窯の使用は、1回の申請につき、2,000円で10日間使用
できます。

■図書館使用料

入場料（会費）を徴収しないもの 入場料（会費）を徴収するもの
午前

9時～12時
午後

1時～5時
夜間

6時～10時
午前

9時～12時
午後

1時～5時
夜間

6時～10時
600 700 800 1,200 1,400 1,600

※町民以外の使用料は、3倍です。
※申請は瑞穂町図書館（☎557-5614）で受け付けます。

品名
DVDプレーヤー
ポータブルDVDプレーヤー
ポータブルアンプスピーカー
（黒）（カセット・マイク2本付）
ポータブルアンプスピーカー
（白）（カセット・マイク2本付）
ハンドマイク
放送セット（カセット、スピー
カー4本、ワイヤレスマイク・
タイピンマイク付）
トランシーバー
イベント用テント（大）
イベント用テント（小）
折り畳みテーブル
折り畳みパイプ椅子
グランドゴルフセット8ホール用
（スティック・ボール24人分）
投光器（2灯式）
投光器（1灯式）
陶芸窯　※有料

※公の会議又は行事と図書に関する活動に使用できます。
※図書館開館時間内に限ります。
■元狭山ふるさと思い出館使用料� （単位：円）

セミナールーム 1時間当たり300円

8787Mizuho Town　Life Guide Book
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■体育施設使用料（令和5年4月1日現在）
【中央体育館・町営グランド・庭球場・町営第2グランド・町営第2庭球場・武道館・町営少年サッカー場・シクラメンスポーツ公園】
　申請は、使用する日の1か月前から手続きができます。また、下記施設は、インターネットにて仮予約ができます。
　瑞穂町体育施設等予約システム　https://p-kashikan.jp/town-mizuho/kanri/index.php� （単位：円）

施設名
使用期間および時間 使用料

区分 夏期
（4月1日～9月30日）

冬期
（10月1日～翌年3月末日）町内在住在勤者 左記以外の方 入場料の類を

徴収する場合

中
央
体
育
館

第1体育室
第2体育室
（会議室）

午前1 午前9時～11時30分

1,000
（500）

3000
（1,500）

5,000
（2,000）

午前2 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時
夜間 午後7時～9時30分

町
営
グ
ラ
ン
ド

野球場

午前1 午前6時30分～9時

1,200 3,600 6,000

午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時
夜間 午後7時～9時30分

庭球場

午前1 午前6時30分～9時

（1面）
500

（1面）
1,500

（1面）
2,500

午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時
夜間 午後7時～9時30分

町
営
第
2
グ
ラ
ン
ド

野球場

午前1 午前6時30分～9時

1,200 3,600 6,000
午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時

ゲート
ボール場

午前1 午前6時30分～9時

（1面）
500

（1面）
1,500

（1面）
2,500

午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時

町営第2庭球場

午前1 午前6時30分～9時

（1面）
500

（1面）
1,500

（1面）
2,500

午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時

武
道
館

柔道場
剣道場

午前1 午前9時～11時30分

1,000 3,000 5,000
午前2 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時
夜間 午後7時～9時30分

町営少年
サッカー場

午前1 午前6時30分～9時

1,200 3,600 6,000
午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時

シ
ク
ラ
メ
ン

ス
ポ
ー
ツ
公
園

ソフト
ボール場

午前1 午前6時30分～9時

1,200 3,600 6,000
午前2 午前9時～11時30分
午前3 午前11時30分～午後2時
午後1 午後2時～4時30分
午後2 午後4時30分～7時

施設 使用時間
使用料 入場料の類を

徴収する場合町内在住
在勤の方

左記
以外の方

野球場 夏期 午後4時30分～7時
7,000 21,000 35,000午後7時～9時30分

冬期 午後4時30分～7時

庭球場 夏期 午後4時30分～7時
1面

1,200
1面

3,600
1面

6,000午後7時～9時30分
冬期 午後4時30分～7時

■夜間照明使用料（町営グランド）� （単位：円） ■町営プール使用料
開場期間 使用時間 使用料
7月～8月 午前9時30分～午後5時30分 大人2時間　100円
※�中学生以下は、無料です。更衣室のロッカーは、すべてコイ
ン式のロッカーです（100円返却式）。

8888 瑞穂町 暮らしの便利帳
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� 使用区分

施設名
面積
（㎡）

午前
9時～12時

午後
1時～5時

夜間
5時30分
～9時30分

ホール（A） 133.5 1,600 1,800 2,000
ホール（B） 67.6 � �700 � �800 � �900
第1学習室 54.3 � �600 � �700 � �800
第2学習室 54.3 � �600 � �700 � �800
和室（一） 11.4 � �150 � �200 � �250
和室（二） 11.4 � �150 � �200 � �250
工作室 70.3 � �700 � �800 � �900
展示ギャラリー 152.6 1,000 1,200 1,600

� 使用区分

施設名
面積
（㎡）

午前
9時～12時

午後
1時～5時

夜間
5時30分
～10時

ホール（A） 135.5 1,600 1,800 2,000
ホール（B） 99.6 1,000 1,100 1,300
学習室 59.2 � �700 � �800 � �900
実習室（一）
　調理室 101.1 1,100 1,200 1,400

実習室（二）
　防音室 56.8 � �600 � �700 � �800

和室（一） 34.1 � �600 � �800 1,000
和室（二） 37.0 � �600 � �800 1,000
展示ギャラリー 52.8 � �300 � �400 � �600

� 使用区分

施設名
午前

9時～12時
午後

1時～5時
夜間
5時30分
～10時

マツ（大会議室1） � �800 � �900 1,000
ツツジ（大会議室2） 1,300 1,500 1,700
モクセイ（大会議室3） � �700 � �800 � �900
モミジ（会議室2） � �300 � �400 � �500
ツバキ（会議室3） � �400 � �500 � �600
ハナミズキ（会議室4） � �500 � �600 � �700
サクラ（多目的室） � �800 1,000 1,200
サツキ（和室） � �300 � �400 � �500

区分 入場料（会費）を
徴収しない場合

入場料（会費）を
徴収する場合

時間
種別

午前9時
～12時

午後1時
～5時

夜間6時
～10時

午前9時
～12時

午後1時
～5時

夜間6時
～10時

第1会議室 � �600 � �700 � �800 1,200 1,400 1,600
第2会議室 � �800 1,000 1,200 1,600 2,000 2,400
第3会議室 � �600 � �700 � �800 1,200 1,400 1,600
ホール 1,500 2,000 3,000 3,000 4,000 6,000

※�町および町の公共的団体が公の会議や行事に使用する場合
は、無料です。

※町民以外の使用料は、3倍です。
※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
■ふれあいセンター利用料金� （単位：円）

※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。

▶�テレホンガイド
郷土資料館「けやき館」
　　　　　　　☎568-0634　駒形富士山316-5
耕心館…………☎568-1505　駒形富士山317-1
生涯学習センター
　　　　　　　☎568-0050　箱根ケ崎2287（瑞穂第一小内）

時間
種類

午前
9時～12時

午後
1時～5時

夜間
6時～10時

第1会議室 400 500 600
第2会議室 400 500 600

� 使用区分

施設名
面積
（㎡）

午前
9時～12時

午後
1時～5時

夜間
5時30分
～10時

学習室 77.0 800 � �900 1,100
実習室（1）
　調理室 84.4 800 1,000 1,200

実習室（2）
　防音室 78.8 800 � �900 1,100

和室（1） 20.9 300 � �400 � �600
和室（2） 20.2 300 � �400 � �600
和室（3） 13.6 200 � �300 � �500
展示ギャラリー 49.0 300 � �400 � �500

� 時間区分

施設名
面積
（㎡）

午前1 午前2 午後1 午後2 夜間
9時～11
時30分

11時30
分～2時

2時～4
時30分

4時30
分～7時

7時～9
時30分

ホールA 251.6 1区分につき1,000
ホールB 251.6 1区分につき1,000
トレーニング
ルーム 61.4 1人につき100

ただし、使用できる者は、中学生以上とする

■町民会館使用料� （単位：円） ■長岡コミュニティセンター使用料� （単位：円）

※�町および町の公共的団体が公の会議や行事に使用する場合
は、無料です。

※町民以外の使用料は、3倍です。
※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
■地区会館使用料
※�会館により、使用料が異なりますので、詳しくは協働推進課
（☎513-9370）へお問い合わせください。
※�町および町の公共的団体が公の会議や行事に使用する場合
は、無料です。

※町民以外の使用料は、3倍です。
※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
■武蔵野コミュニティセンター使用料� （単位：円）

※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
■元狭山コミュニティセンター使用料� （単位：円）

※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
■武蔵野防災会館使用料� （単位：円）

※各室を併せて使用した場合は、合算額とします。
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